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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】
　

　
平成20年度
第１四半期連結
累計(会計)期間

平成21年度 
第１四半期連結
累計(会計)期間

平成20年度

　

(自平成20年 
　４月１日
至平成20年
　 ６月30日)

(自平成21年 
　４月１日 
至平成21年 
　 ６月30日)

(自平成20年 
　４月１日
至平成21年
　 ３月31日)

経常収益 百万円 4,611 4,017 17,337

経常利益
(△は経常損失)

百万円 1,029 572 △ 2,009

四半期純利益 百万円 1,013 573 ―

当期純利益
(△は当期純損失)

百万円 ― ― △ 1,943

純資産額 百万円 25,013 22,530 19,243

総資産額 百万円 669,419 672,153 656,898

１株当たり純資産額 円 196.66 176.80 150.69

１株当たり四半期純利益
金額

円 8.08 4.57 ―

１株当たり当期純利益
金額
(△は１株当たり当期純
損失金額)

円 ― ― △ 15.50

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益
金額

円 7.18 4.06 ―

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
金額

円 ― ― ―

自己資本比率 ％ 3.7 3.3 2.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

百万円 15,505 9,060 △ 905

投資活動による
キャッシュ・フロー

百万円 △ 4,067 △ 4,466 4,005

財務活動による
キャッシュ・フロー

百万円 △ 298 △ 127 △ 298

現金及び現金同等物
の四半期末(期末)残高

百万円 59,665 55,795 51,329

従業員数 人 662 673 640

(注) １　当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２　平成20年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失金額が計上されて

いるため記載しておりません。

３　１株当たり情報の算定上の基礎は、「第５　経理の状況」中、「１　四半期連結財務諸表」の「１株当たり情

報」に記載しております。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当行グループ（当行及び当行の関係会社）が営む事業の内容につ

いては、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における従業員数

平成21年６月30日現在

従業員数(人)
673
[225]

（注）１　従業員数は、嘱託及び臨時従業員323人を含んでおりません。

２　従業員には執行役員５名を含んでおります。

３　臨時従業員数は、[　]内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外書きで記載しております。 

　

　

(2) 当行の従業員数

平成21年６月30日現在

従業員数(人)
656
[220]

（注）１　従業員数は、嘱託及び臨時従業員314人を含んでおりません。

２　従業員には執行役員５名を含んでおります。

３　臨時従業員数は、[　]内に当第１四半期会計期間の平均人員を外書きで記載しております。 
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

「生産、受注及び販売の状況」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載し

ておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」の内容について、重要な変更はありません。

また、当四半期連結会計期間において、重要な影響を及ぼす可能性のある事項は発生しておりません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第１四半期連結会計期間の経営成績につきましては、経常収益は、貸出金利息及び有価証券利息配当

金の減少に伴う資金運用収益の減少等を主な要因として、前第１四半期連結会計期間比5億94百万円減少

し40億17百万円となりました。

また、経常費用は、預金利息の減少に伴う資金調達費用の減少等により、前第１四半期連結会計期間比1

億37百万円減少し34億44百万円となりました。 この結果、経常利益は5億72百万円（前第１四半期連結会

計期間比4億56百万円減少）、四半期純利益は5億73百万円（同4億40百万円減少）となりました。 

預金は公金及び個人預金を中心に順調に推移したこと等から、前連結会計年度末比122億円、前第１四

半期連結会計期間末比62億円それぞれ増加して6,246億円となりました。

貸出金につきましては、前連結会計年度末比23億円減少したものの、前第１四半期連結会計期間末比67

億円増加して4,310億円となりました。また、有価証券につきましては、前連結会計年度末比75億円増加し

て1,356億円となりました。

なお、事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

〔銀行業務〕

銀行業務では、経常収益は36億84百万円(前第１四半期連結会計期間比5億92百万円減少)、経常利益は5

億54百万円(前第１四半期連結会計期間比4億25百万円減少)となりました。

〔リース業務〕

リース業務では、経常収益は2億43百万円(前第１四半期連結会計期間比25百万円減少)、経常利益は27

百万円(前第１四半期連結会計期間比5百万円増加)となりました。

〔その他の業務〕

その他の業務（クレジットカード業務、信用保証業務）では、経常収益は1億56百万円(前第１四半期連

結会計期間比14百万円減少)、経常損失は1百万円(前第１四半期連結会計期間比31百万円減益)となりま

した。
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国内・国際業務部門別収支

当第１四半期連結会計期間における資金運用収支は、国内業務部門で25億91百万円、国際業務部門で

は24百万円となり、相殺消去後の合計では26億13百万円となりました。役務取引等収支は、全体で3億97

百万円、その他業務収支は全体で6百万円となりました。

　

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

資金運用収支
前第１四半期連結会計期間 2,742 89 1 2,829

当第１四半期連結会計期間 2,591 24 2 2,613

　うち資金運用収益
前第１四半期連結会計期間 3,306 123 24

33
3,373

当第１四半期連結会計期間 3,066 52 19
27

3,071

　うち資金調達費用
前第１四半期連結会計期間 564 34 22

33
543

当第１四半期連結会計期間 475 27 16
27
458

役務取引等収支
前第１四半期連結会計期間 437 20 0 458

当第１四半期連結会計期間 381 15 0 397

　うち役務取引等
　収益

前第１四半期連結会計期間 676 43 36 683

当第１四半期連結会計期間 622 31 33 620

　うち役務取引等
　費用

前第１四半期連結会計期間 239 22 36 225

当第１四半期連結会計期間 240 16 33 223

その他業務収支
前第１四半期連結会計期間 △ 145 19 44 △ 170

当第１四半期連結会計期間 7 13 14 6

　うちその他業務
　収益

前第１四半期連結会計期間 268 19 44 243

当第１四半期連結会計期間 244 13 14 243

　うちその他業務
　費用

前第１四半期連結会計期間 414 ― ― 414

当第１四半期連結会計期間 236 ― ― 236

（注）１　「国内業務部門」とは、当行及び連結子会社の円建取引であります。

２　「国際業務部門」とは、当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めて

おります。

３　資金調達費用は金銭の信託運用見合費用（前第１四半期連結会計期間2百万円、当第１四半期連結会計期間1

百万円）を控除しております。

４　資金運用収益及び資金調達費用の合計額の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利

息であります。

５　グループ内での取引は相殺消去しております。
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国内・国際業務部門別役務取引の状況

役務取引等収益は、6億20百万円となりました。このうち為替業務が全体の32.1％、保険窓販業務が全

体の12.5％を占めております。一方、役務取引等費用は、2億23百万円となりました。このうち為替業務

が全体の20.5％を占めております。

　

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益
前第１四半期連結会計期間 676 43 36 683

当第１四半期連結会計期間 622 31 33 620

　うち預金・貸出
　業務

前第１四半期連結会計期間 132 ― ― 132

当第１四半期連結会計期間 123 ― 0 123

　うち為替業務
前第１四半期連結会計期間 183 43 0 226

当第１四半期連結会計期間 168 31 0 199

　うち証券関連業務
前第１四半期連結会計期間 2 ― ― 2

当第１四半期連結会計期間 2 ― ― 2

　うち代理業務
前第１四半期連結会計期間 64 ― ― 64

当第１四半期連結会計期間 61 ― ― 61

　うち保護預り・
　貸金庫業務

前第１四半期連結会計期間 20 ― ― 20

当第１四半期連結会計期間 19 ― ― 19

　うち保証業務
前第１四半期連結会計期間 105 ― 35 69

当第１四半期連結会計期間 101 ― 32 69

　うち投信窓販業務
前第１四半期連結会計期間 94 ― ― 94

当第１四半期連結会計期間 66 ― ― 66

　うち保険窓販業務
前第１四半期連結会計期間 73 ― ― 73

当第１四半期連結会計期間 77 ― ― 77

役務取引等費用
前第１四半期連結会計期間 239 22 36 225

当第１四半期連結会計期間 240 16 33 223

　うち為替業務
前第１四半期連結会計期間 33 22 0 55

当第１四半期連結会計期間 30 16 0 45

（注）１　「国内業務部門」とは、当行及び連結子会社の円建取引であります。

２　「国際業務部門」とは、当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めて

おります。

３　グループ内での取引は相殺消去しております。
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国内・国際業務部門別預金残高の状況

○　預金の種類別残高(末残)

　

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計
前第１四半期連結会計期間 619,039 102 800 618,340

当第１四半期連結会計期間 625,047 91 529 624,609

　うち流動性預金
前第１四半期連結会計期間 215,861 ― 330 215,530

当第１四半期連結会計期間 217,990 ― 59 217,930

　うち定期性預金
前第１四半期連結会計期間 399,563 ― 470 399,093

当第１四半期連結会計期間 403,841 ― 470 430,371

　うちその他
前第１四半期連結会計期間 3,614 102 ― 3,716

当第１四半期連結会計期間 3,216 91 ― 3,307

譲渡性預金
前第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

当第１四半期連結会計期間 ― ― ― ―

総合計
前第１四半期連結会計期間 619,039 102 800 618,340

当第１四半期連結会計期間 625,047 91 529 624,609

(注) １　「国内業務部門」とは、当行及び連結子会社の円建取引であります。

２　「国際業務部門」とは、当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めてお

ります。

３　預金の区分は次のとおりであります。

　　流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

　　定期性預金＝定期預金＋定期積金

４　グループ内での取引は相殺消去しております。
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国内・国際業務部門別貸出金残高の状況

○　業種別貸出状況(残高・構成比)

　

業種別
平成20年６月30日

貸出金残高(百万円) 構成比(％)

国内業務部門 424,271 100.00

　製造業 30,464 7.18

　農業 1,739 0.41

　林業 304 0.07

　漁業 976 0.23

　鉱業 769 0.18

　建設業 31,980 7.54

　電気・ガス・熱供給・水道業 371 0.09

　情報通信業 1,286 0.30

　運輸業 9,405 2.22

　卸売・小売業 27,621 6.51

　金融・保険業 14,823 3.49

　不動産業 45,518 10.73

　各種サービス業 54,248 12.79

　地方公共団体 51,488 12.13

　その他 153,272 36.13

国際業務部門 ― ―

　政府等 ― ―

　金融機関 ― ―

　その他 ― ―

合計 424,271 ―

　

業種別
平成21年６月30日

貸出金残高(百万円) 構成比(％)

国内業務部門 431,045 100.00

　製造業 33,893 7.86

　農業，林業 1,051 0.24

　漁業 880 0.20

　鉱業，採石業，砂利採取業 784 0.18

　建設業 30,413 7.06

　電気・ガス・熱供給・水道業 258 0.06

　情報通信業 3,042 0.71

　運輸業，郵便業 9,764 2.27

　卸売業，小売業 28,500 6.61

　金融業，保険業 15,593 3.62

　不動産業，物品賃貸業 66,908 15.52

　各種サービス業 46,245 10.73

　地方公共団体 53,100 12.32

　その他 140,609 32.62

国際業務部門 ― ―

　政府等 ― ―

　金融機関 ― ―

　その他 ― ―

合計 431,045 ―

(注) １　「国内業務部門」とは、当行及び連結子会社の円建取引であります。

２　「国際業務部門」とは、当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めてお

ります。

３　日本標準産業分類の改訂（平成19年11月）に伴い、当四半期連結会計期間から業種の表示を一部変更しており
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ます。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比44億

65百万円増加して557億95百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕

営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加などにより90億60百万円(前第１四半期連結会計期

間比64億45百万円減少)になりました。

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が、有価証券の売却による収入、有

価証券の償還による収入を上回ったことなどにより△44億66百万円(前第１四半期連結会計期間比3億99

百万円減少)となりました。

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金支払などにより△1億27百万円(前第１四半期連結会計

期間比1億70百万円増加)となりました。
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第３ 【設備の状況】

１ 【主要な設備の状況】

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

２ 【設備の新設、除却等の計画】

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につ

いて、重要な変更はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 180,000,000

計 180,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年８月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 126,286,474126,286,474
東京証券取引所
市場第一部

(注)１

計 126,286,474126,286,474― ―

(注）１　発行済株式は全て完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式で、単元株

式数は1,000株であります。

２　提出日現在発行数には、平成21年８月１日から四半期報告書を提出する日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　
第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）（平成18年10月30日発行）

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数(個） 28

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株）　(注)１ 15,716,526

新株予約権の行使時の払込金額(円)　(注)２ 103

新株予約権の行使期間
平成18年10月31日から
平成25年10月29日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)　(注)３

発行価格　　　　　　　　 103
資本組入額　　　      (注)４

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権付社債は会社法第254条第２項本文およ
び第３項本文の定めにより本社債または本新株予約権
のうち一方のみを譲渡することはできない。

代用払込みに関する事項
本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該
本新株予約権に係る本社債とし、当該本社債の価額は
その払込金額と同額とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

新株予約権付社債の残高(百万円) 2,100

　

(注)１　新株予約権の目的となる株式の数は、行使請求する本新株予約権に係る本社債の払込金額の総額

を(注)2記載の転換価額（ただし、(注)2第(1)号から第(5)号によって修正又は調整された場合は修
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正後又は調整後の転換価額）で除して得られる数とする。この場合に交付する株式の数に1株に満

たない端数がある場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。 

買取会社は、新株予約権の行使請求期間中に、新株予約権の行使により発行または移転される発行

会社の普通株式の数の合計が21,500,000株（ただし、発行会社が普通株式につき株式分割または普

通株式の株式割当てを行う場合は、当該株式分割または株式割当ての割合に応じて増加するものと

し、当該株式分割または株式割当ての株主割当日前に新株予約権の行使により交付された株式数も

同様に増加したものとみなして計算する。）を超えることとなるような行使請求を行わない。 

　 ２　新株予約権の行使時の払込をなすべき1株当たりの金額（以下「転換価額」という。）については当

初173円であり、以後以下の通り修正する。

（1）転換価額の修正

本新株予約権付社債の発行後、毎月第3金曜日（以下「決定日」という。）の翌取引日以降、転換

価額は、決定日まで（当日を含む。）の5連続取引日（ただし、終値（気配表示を含む。以下同じ。）

のない日は除き、決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とす

る。以下「時価算定期間」という。）の株式会社東京証券取引所における当行普通株式の普通取引

の毎日の終値の平均値の93％に相当する金額（呼び値の刻み未満を切り捨てる。以下「決定日価

額」という。）に修正される。なお、時価算定期間内に、本項第(3)号または第(5)号で定める転換価

額の調整事由が生じた場合には、修正後の転換価額は、本新株予約権付社債の社債要項に従い当行

が適当と判断する金額に調整される。ただし、かかる算出の結果、決定日価額が103円（ただし、本

項第(2)号乃至第(5)号による調整を受ける。以下「下限転換価額」という。）を下回る場合には、

修正後の転換価額は下限転換価額とし、決定日価額が346円（ただし、本項第(2)号乃至第(5)号に

よる調整を受ける。以下「上限転換価額」という。）を上回る場合には、修正後の転換価額は上限

転換価額とする。
（2）転換価額の調整

当行は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(3)号に掲げる各事由により当行普通株式数に変

更を生じる場合または変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「転換価額調整

式」という。）をもって転換価額を調整する。

　
　

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×
既発行普通株式数＋

交付普通株式数 × 1株あたりの払込金額
　 時　　　　価
　 　 既発行普通株式数　＋　交付普通株式数

　

「既発行普通株式数」は、当行普通株式の株主（以下「当行普通株主」という。）に割当てを受

ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また、当該基準日が定められてい

ない場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における当行の発行済普通株式数から

当該日における当行の有する当行普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に、本項第(3)号乃

至第(5）号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当行普通株式のうち未だ交付されていない

当行普通株式の株式数を加えるものとする。なお、当行普通株式の株式分割が行われる場合には、

転換価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当行の有する当行普通株式に関し

て増加した当行普通株式数を含まないものとする。

（3）転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合およびその調整後の転

換価額の適用時期については、次に定めるところによる。

① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当行普通株式を交付する場合（た

だし、当行の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換えに交付する場合または当行

普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）そ

の他の証券もしくは権利の転換、交換もしくは行使による場合を除く。）

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間

の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、当行普通株主に割当てを受ける権利を与えるた

めの基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

② 当行普通株式の株式分割または当行普通株式の無償割当てをする場合

調整後の転換価額は、当行普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当行普通株式の

無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当行普通株式の無償割当て

について、当行普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日

の翌日以降、これを適用する。

③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る対価

をもって当行普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合（無償割当ての場合を含

む。）、または本項第(4)号②に定める時価を下回る対価をもって当行普通株式の交付を請

求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券もしくは

権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）
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調整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）その他の証券または権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全

てが当初の条件で転換、交換または行使され当行普通株式が交付されたものとみなして転

換価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権および新株予約権付社

債の場合は割当日）または無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、

当行普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以

降、これを適用する。

上記にかかわらず、転換、交換または行使に際して交付される当行普通株式の対価が取得請

求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の

確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転

換、交換または行使され当行普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用

して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

④ 当行の発行した取得条項付株式または取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付され

たものを含む。）の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る対価をもって当行

普通株式を交付する場合

調整後の転換価額は、取得日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、上記取得条項付株式または取得条項付新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。）に関して当該調整前に本項第(3)号③または⑤による転換価額の

調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の本項第(4)号③に定める完全希薄化

後普通株式数が、上記交付の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、調整後の転換価

額は、超過する株式数を転換価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、転換価額調整式

を準用して算出するものとする。ただし、上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場

合は、本④の調整は行わないものとする。

⑤ 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当行普通株式1株あたりの対価（本⑤において「取

得価額等」という。）の下方修正等が行われ（本項第(3)号乃至第(5)号と類似の希薄化防

止条項に基づく調整の場合を除く。）、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が、

当該修正が行われる日（以下「修正日」という。）における本項第(4)号②に定める時価を

下回る価額になる場合

(i) 当該取得請求権付株式等に関し、本項第(3)号③による転換価額の調整が修正日前に行

われていない場合、調整後の転換価額は、修正日に残存する取得請求権付株式等の全て

が修正日時点の条件で転換、交換または行使され当行普通株式が交付されたものとみ

なして本項第(3)号③の規定を準用して算出するものとし、修正日の翌日以降、これを

適用する。

(ii)当該取得請求権付株式等に関し、本項第(3)号③または上記(i)による転換価額の調整

が修正日前に行われている場合で、修正日に残存する取得請求権付株式等の全てを修

正日時点の条件で転換、交換または行使され当行普通株式が交付されたものとみなし

たときの本項第(4)号③に定める完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかっ

た場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後の転換価額は、当該超過株式数を

転換価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、転換価額調整式を準用して算出す

るものとし、修正日の翌日以降、これを適用する。なお、1か月間に複数回の取得価額等

の修正が行われる場合には、調整後の転換価額は、当該修正された取得価額等のうちの

最も低いものについて、転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の

翌日以降、これを適用する。

⑥ 本項第(3)号③乃至⑤における対価とは、当該株式または新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む。）の発行に際して払込みがなされた額（本項第(3)号③における新株

予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合には、その行使に際して出資さ

れる財産の価額を加えた額とする。）から、その取得または行使に際して当該株式または新

株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額を、その取得また

は行使に際して交付される当行普通株式の数で除した金額をいう。

⑦ 本項第(3)号①乃至③の各取引において、当行普通株主に割当てを受ける権利を与えるため

の基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会そ

の他当行の機関の承認を条件としているときには、本項第(3)号①乃至③にかかわらず、調

整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用するものとする。

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権

を行使した新株予約権者に対しては、調整前転換価額により転換された普通株式に加え、次

の算出方法により得られた当行普通株式を交付するものとする。ただし、株券の交付につい

ては本項第(7)号の規定を準用する。
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株式数＝

(調整前転換価額－調整後転換価額)×
調整前転換価額により当該
期間内に交付された株式数

　 調　整　後　転　換　価　額

　

この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

（4）① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨

てる。

② 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日（ただし、本項第(3)号

⑦の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所にお

ける当行普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。

③ 完全希薄化後普通株式数は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における当行の

発行済普通株式数から、当該日における当行の有する当行普通株式数を控除し、当該転換価

額の調整以前に、本項第(3)号乃至第(5)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当行

普通株式のうち未だ交付されていない当行普通株式の株式数を加えたものとする（当該転

換価額の調整において本項第(3)号乃至第(5)号に基づき「交付普通株式数」に該当するも

のとみなされることとなる当行普通株式数を含む。）。

④ 本項第(3)号①乃至⑤に定める証券または権利に類似した証券または権利が交付された場

合における調整後の転換価額は、本項第(3)号の規定のうち、当該証券または権利に類似す

る証券または権利についての規定を準用して算出するものとする。

（5）本項第(3)号で定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当行は、

必要な転換価額の調整を行う。

① 株式の併合、資本金の減少、当行を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当

該会社の権利義務の全部または一部の承継、または他の株式会社が行う株式交換による当

該株式会社の発行済株式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とするとき。

② その他当行普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調

整を必要とするとき。

③ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価

額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があると

き。

（6）本項第(1)号乃至第(5)号により転換価額の修正または調整を行うときは、当行は、あらかじめ書

面によりその旨およびその事由、修正前または調整前の転換価額、修正後または調整後の転換価

額、その適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債の社債権者に通知する。ただし、本項第

(3)号⑦の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以

降すみやかにこれを行う。

（7）当行は、本新株予約権の行使請求の効力が発生した日以後遅滞なく株券を交付する。ただし、単

元未満株式については株券を発行しない。

３　本新株予約権の行使により発行する当行普通株式１株の発行価格は、行使に係る本社債の払込金額

の総額を、(注)１記載の交付株式数で除した金額とする。

４　本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第40条の定

めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の

端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加

限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成21年４月１日～
平成21年６月30日

― 126,286 ― 14,706,440 ― 1,257,040

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

　

EDINET提出書類

株式会社大東銀行(E03674)

四半期報告書

15/29



(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成21年３月31日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

平成21年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）
普通株式 ―

権利内容に何ら限定のない当行にお
ける標準となる株式

185,000

完全議決権株式(その他)
普通株式

125,118 同上
125,118,000

単元未満株式
普通株式

― 同上
983,474

発行済株式総数 126,286,474― ―

総株主の議決権 ― 125,118 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権1

個）含まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式207株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成21年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式）
株式会社大東銀行

郡山市中町19番１号 185,000 ― 185,000 0.14

計 ― 185,000 ― 185,000 0.14

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
４月 ５月 ６月

最高(円) 67 69 99

最低(円) 60 63 68

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第１部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１．当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しておりますが、資産及び

負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）に準拠してお

ります。 

なお、前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）は改正前の四半期連結財務

諸表規則に基づき作成し、当第１四半期連結会計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）及び当

第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）は改正後の四半期連結財務諸表規

則に基づき作成しております。 

 

　

２．当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（自平成20年４

月１日　至20年６月30日）の四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（自平成21年４月１日　

至平成21年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）の四

半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

現金預け金 69,448 59,865

コールローン及び買入手形 6,000 5,000

金銭の信託 2,685 2,673

有価証券 135,607 128,104

貸出金 ※１
 431,045

※１
 433,347

外国為替 326 312

リース債権及びリース投資資産 1,528 1,515

その他資産 4,161 3,475

有形固定資産 ※２
 14,647

※２
 14,821

無形固定資産 1,529 1,539

繰延税金資産 3,357 3,704

支払承諾見返 10,178 10,804

貸倒引当金 △8,363 △8,266

資産の部合計 672,153 656,898

負債の部

預金 624,609 612,309

コールマネー及び売渡手形 9 39

借用金 2,026 2,043

外国為替 － 0

新株予約権付社債 2,100 2,100

その他負債 5,274 4,840

賞与引当金 39 136

退職給付引当金 3,119 3,140

利息返還損失引当金 53 23

睡眠預金払戻損失引当金 123 129

偶発損失引当金 81 79

繰延税金負債 39 39

再評価に係る繰延税金負債 1,967 1,967

支払承諾 10,178 10,804

負債の部合計 649,622 637,654

純資産の部

資本金 14,706 14,706

資本剰余金 1,257 1,270

利益剰余金 8,175 7,733

自己株式 △211 △240

株主資本合計 23,927 23,469

その他有価証券評価差額金 △3,641 △6,473

土地再評価差額金 1,897 1,897

評価・換算差額等合計 △1,744 △4,576

少数株主持分 346 349

純資産の部合計 22,530 19,243

負債及び純資産の部合計 672,153 656,898
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

経常収益 4,611 4,017

資金運用収益 3,373 3,071

（うち貸出金利息） 2,633 2,507

（うち有価証券利息配当金） 662 538

役務取引等収益 683 620

その他業務収益 243 243

その他経常収益 310 81

経常費用 3,582 3,444

資金調達費用 545 460

（うち預金利息） 531 444

役務取引等費用 225 223

その他業務費用 414 236

営業経費 2,298 2,353

その他経常費用 ※
 98

※
 169

経常利益 1,029 572

特別利益 42 66

償却債権取立益 66

特別損失 3 0

固定資産処分損 0

税金等調整前四半期純利益 1,068 639

法人税、住民税及び事業税 32 20

法人税等調整額 9 53

法人税等合計 73

少数株主利益又は少数株主損失（△） 12 △8

四半期純利益 1,013 573
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,068 639

減価償却費 217 306

貸倒引当金の増減（△） 48 96

賞与引当金の増減額（△は減少） △104 △96

退職給付引当金の増減額（△は減少） △40 △21

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △22 －

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △0 30

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） △5 △6

偶発損失引当金の増減額（△は減少） 4 1

資金運用収益 △3,373 △3,071

資金調達費用 545 460

有価証券関係損益（△） △120 △47

為替差損益（△は益） 1 △0

固定資産処分損益（△は益） 3 0

貸出金の純増（△）減 △1,336 2,301

預金の純増減（△） 15,102 12,299

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

△16 △16

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 977 △5,116

コールローン等の純増（△）減 － △1,000

コールマネー等の純増減（△） △26 △29

外国為替（資産）の純増（△）減 61 △14

外国為替（負債）の純増減（△） － △0

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 － △18

資金運用による収入 3,306 2,983

資金調達による支出 △333 △370

その他 △372 △228

小計 15,582 9,081

法人税等の支払額 △76 △21

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,505 9,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △10,656 △8,743

有価証券の売却による収入 3,238 1,152

有価証券の償還による収入 3,546 3,257

金銭の信託の増加による支出 － △11

金銭の信託の減少による収入 16 －

有形固定資産の取得による支出 △29 △37

無形固定資産の取得による支出 △183 △84

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,067 △4,466
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

劣後特約付借入金の返済による支出 △50 －

リース債務の返済による支出 － △20

配当金の支払額 △248 △116

少数株主への配当金の支払額 － △2

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 0 11

財務活動によるキャッシュ・フロー △298 △127

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,138 4,465

現金及び現金同等物の期首残高 48,527 51,329

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 59,665

※
 55,795
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　 　

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日

至　平成21年６月30日)
連結の範囲に関する事項の変更 　「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する

適用指針」（企業会計基準適用指針第22号平成20年５月13日）が平
成20年10月１日以後開始する連結会計年度から適用されることに
なったことに伴い、当第１四半期連結会計期間から同適用指針を適用
しております。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありま
せん。

　

【簡便な会計処理】

　

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

１　減価償却費の算定方法 　定率法を採用している有形固定資産については、年度に係る減価償

却費の額を期間按分する方法により算定しております。

２　貸倒引当金の計上方法 　「破綻先」、「実質破綻先」に係る債権等以外の債権に対する貸倒

引当金につきましては、前連結会計年度末の予想損失率を適用して

計上しております。

３　税金費用の計算 　法人税等につきましては、年度決算と同様の方法により計算してお

りますが、納付税額の算出に係る加減算項目及び税額控除項目は、重

要性の高い項目に限定して適用しております。

４　繰延税金資産の回収可能性の判断 　繰延税金資産の回収可能性の判断につきましては、一時差異の発生

状況について前連結会計年度末から大幅な変動がないと認められる

ため、同年度末の検討において使用した将来の業績予想及びタック

ス・プランニングの結果を適用しております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１　貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであ

ります。

破綻先債権額 1,747百万円

延滞債権額 18,896百万円

３ヵ月以上延滞債権額 24百万円

貸出条件緩和債権額 3,288百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であ

ります。

※１　貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであ

ります。

破綻先債権額 2,630百万円

延滞債権額 19,250百万円

３ヵ月以上延滞債権額 9百万円

貸出条件緩和債権額 3,251百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であ

ります。

※２　有形固定資産の減価償却累計額

　　12,116百万円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

　　12,567百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

　
前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

※　  その他経常費用には、貸出金償却１百万円、貸倒引

当金繰入額50百万円、株式等償却19百万円及び株式

等売却損20百万円を含んでおります。

※　  その他経常費用には、貸出金償却１百万円、貸倒引

当金繰入額100百万円及び株式等売却損12百万円を

含んでおります。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

(単位：百万円)

平成20年６月30日現在

現金預け金勘定 67,311

定期預け金 △ 6,005

当座預け金 △ 72

普通預け金 △ 1,568

現金及び現金同等物 59,665
 

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

(単位：百万円)

平成21年６月30日現在 

現金預け金勘定 69,448

定期預け金 △ 11,005

当座預け金 △ 82

普通預け金 △ 2,565

現金及び現金同等物 55,795

　

(株主資本等関係)

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位：千株)

　 当第１四半期連結会計期間末株式数

発行済株式 　

　普通株式 126,286

自己株式 　

　普通株式 812

　

　
２　配当に関する事項
　

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月19日
定時株主総会

普通株式 126 1円00銭平成21年３月31日 平成21年６月22日 利益剰余金

　

基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

　
銀行業務
(百万円)

リース業務
(百万円)

その他
の業務
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

経常収益 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に対する
　　　経常収益

4,254 223 132 4,611 ― 4,611

　(2) セグメント間の内部
　　　経常収益

22 45 37 105 (105) ―

計 4,277 269 170 4,717 (105) 4,611

経常利益 980 21 29 1,031 (2) 1,029

(注) １　各事業の主な内容は次のとおりであります。

(1)銀行業務…………銀行業務

(2)リース業務………リース業務

(3)その他の業務……クレジットカード、信用保証業務

２　一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

　

　
銀行業務
(百万円)

リース業務
(百万円)

その他
の業務
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

経常収益 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に対する
　　　経常収益

3,665 228 122 4,017 ― 4,017

　(2) セグメント間の内部
　　　経常収益

19 15 33 67 (67) ―

計 3,684 243 156 4,084 (67) 4,017

経常利益(△は経常損失） 554 27 △ 1 580 (7) 572

(注) １　各事業の主な内容は次のとおりであります。

(1)銀行業務…………銀行業務

(2)リース業務………リース業務

(3)その他の業務……クレジットカード、信用保証業務

２　一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。

　

【所在地別セグメント情報】

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び海外支店が存在しないため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。

　

【国際業務経常収益】

国際業務経常収益が連結経常収益の10％未満のため、国際業務経常収益の記載を省略しております。
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(有価証券関係)

当第１四半期連結会計期間末

※１　企業集団の事業の運営において重要なものは、次のとおりであります。

※２　四半期連結貸借対照表の「有価証券」勘定以外で表示されているものは含まれておりません。

　

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成21年６月30日現在)

　

　
四半期連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

国債 4,999 5,193 193

社債 5,587 5,684 97

その他 3,500 3,393 △ 106

合計 14,087 14,271 184

(注)　時価は、当第１四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づいております。

　

２　その他有価証券で時価のあるもの(平成21年６月30日現在)

　

　 取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表
計上額(百万円)

評価差額(百万円)

株式 11,463 9,389 △ 2,073

債券 85,334 86,087 753

　国債 34,475 35,063 588

　地方債 1,724 1,741 16

　社債 49,134 49,282 148

その他 24,812 23,202 △ 1,610

合計 121,610 118,679 △ 2,930

(注)　四半期連結貸借対照表計上額は、当第１四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づく時価により計上し

たものであります。

（追加情報）

　　　　売手と買手の希望する価格差が著しく大きい変動利付国債については、市場価格を時価とみなせない状況であると判

断し、当第１四半期連結会計期間末においては、経営者の合理的な見積りに基づく合理的に算定された価額により

計上しております。なお、市場価格を時価として算定した場合と比べ、「有価証券」は1,147百万円増加、「繰延税金

資産」は151百万円減少、「その他有価証券評価差額金」は996百万円増加しております。

　　　　変動利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り等から見積もった将来キャッシュ・フローを同利回りに基

づく割引率を用いて算出した現在価値に基づき算定しております。なお、国債の利回り及び同利回りのボラティリ

ティが主な価格決定変数であります。

　

(金銭の信託関係)

当第１四半期連結会計期間末

企業集団の事業の運営において重要なものは、次のとおりであります。

　

１　その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)(平成21年６月30日現在)

　

　 取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表
計上額(百万円)

評価差額(百万円)

その他の金銭の信託 2,685 2,685 ―
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(ストック・オプション等関係)

当第１四半期連結会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

該当ありません。

　

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　

　 　
当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 円 176.80 150.69

　

２　１株当たり四半期純利益金額等

　

　 　
前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間 
(自　平成21年４月１日 
至　平成21年６月30日)

１株当たり四半期純利益金
額

円 8.08 4.57

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

円 7.18 4.06

(注) 　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりで

あります。

　 　
前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間 
(自　平成21年４月１日 
至　平成21年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 　 　

　四半期純利益 百万円 1,013 573

　普通株主に帰属しない
　金額

百万円 ― ―

　普通株式に係る
　四半期純利益

百万円 1,013 573

　普通株式の期中
　平均株式数

千株 125,397 125,395

　 　 　

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益金額

　 　

　四半期純利益調整額 百万円 ― ―

　普通株式増加数 千株 15,716 15,716

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月12日

株式会社　大東銀行

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　　水　守　理　智

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　　富　樫　健　一

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社大東銀行の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間(平

成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四

半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半

期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

　

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大東銀行及び連結子会社の平成20年

６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

　

EDINET提出書類

株式会社大東銀行(E03674)

四半期報告書

28/29



独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年８月11日

株式会社　大東銀行

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　　水　守　理　智

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　　富　樫　健　一

　

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社大東銀行の平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期連結会計

期間（平成２１年４月１日から平成２１年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２１年４月

１日から平成２１年６月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期

連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連

結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大東銀行及び連結子会社の平成２１

年６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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